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大規模地震発生時等の学校の対応について 

 

 日ごろから、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、本校では大規模地震等の災害発生時の対応といたしまして、横浜市学校防災計画

に基づき、次のように対応いたします。ご確認のうえ、ご協力くださいますようお願いい

たします。 

 

［対応の原則］ 

◎大規模地震が発生した場合（※）の対応 

  ※横浜市内のいずれかの地域で震度５強以上（港北区が震度５強未満であっても）が 

   観測された場合 

 

    ○原則として、授業を打ち切ります。また、翌日も休校となります。 

   生徒は学校に留め置きます。保護者（＊）の引き取りをお願いします。 

    ＊事前にご提出いただく「生徒引き取り確認カード」にお名前が記入された方に 

     限り、保護者の代理として生徒を引き渡します。 

  ○始業前であれば、休校となります。原則として、当日および翌日は休校となります。 

       

◎東海地震予知情報で警戒宣言が発令された場合の対応 

  ○大規模地震発生時と同様の対応（生徒の留め置き・保護者の引き取り）を行います。 

  ○朝 6時の時点で発令中の場合は、休校とします。 

 

 

［お願い］ 

  ○電話連絡やメール配信ができない状況が十分考えられますので、発生時・発令時に 

   は生徒の引き取りを前提にご来校いただくようお願いします。 

   ○ただし、状況により安全が認められる場合には、保護者へ連絡したうえ教職員の指 

   導のもと方面別に集団下校することもありますのでご了承ください。 

  ○学校の電話回線が限られていますので、電話による個別のお問い合わせはご遠慮く 

   ださい。 

  ○留め置きが一昼夜を超えるような場合には、備蓄食料等の関係もあり、各避難先小 

   学校へ二次避難することもありますので、ご了承ください。 

    （災害時用に１人当たり 500ml の飲料水１本とカンパン１缶を購入し備蓄します） 

  ○ご家庭での対応の手だてについて、資料等をもとに日ごろからお話し合いをお願い 

   します。  


